
 

□□ 集団規定 ３－５３－２ 

建築面積の敷地面積に対する割合 
該当

条文 

法第５２条１０項、５３条  

 

都市計画道路を前面道路とみなす許可を受けた場合の建ぺい率制限 

□ 内 容 

 下図の場合、法第５２条第１０項の規定により、都市計画道路（法第４２条第１項第４号に該当

するものを除く。）を前面道路とみなす許可があったものは、建ぺい率の算定にあたって敷地面積に

①を含めてよいか。 

 

□ 取 扱 

 ②のみの敷地面積で建ぺい率を算定する。 

  

□関連資料 建築基準法第 52条第 3項（現第 10項）の許可準則に関する技術基準について（S.59  

      住街発第 33号） 
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